
町からのお知らせ

　令和５年10月１日に「令和５年住宅・土地統計調査」が全国一斉に実施されます。
　空き家対策の重要性が高まるなかで、住宅・住生活に関連する基礎資料を得るために全国で実施され
る大切な調査です。調査の対象となったお宅には、９月23日から９月30の間に、知事が任命した調査
員が調査書類を配布しますので、インターネット回答、郵送および調査員への提出のいずれかの方法で
回答をお願いします。
●９月頃から順次、調査員が地区の巡回を開始します
　建物外観の確認や対象世帯への訪問などを行いますので、ご協力をお願いします。
※調査員や調査関係者には調査で知ったことに関する守秘義務を規定しています。安心してご回答くだ
　さい。
●令和５年住宅・土地統計調査についての詳細は総務省のホームページをご覧ください

【お問い合わせ先】
　町企画課　☎０９６‐２３４‐１１５４
　　　　　　　（内線２３７）

令和５年住宅・土地統計調査を実施します
あなたの回答が、日本の未来へ活かされます

か
か
り
つ
け
医
な
ど
で
個
別
健
診
を
受
け
ら
れ
ま
す

■ 
個
別
健
診
で
自
分
の
体
の
状
態
を
確
認
し

ま
し
ょ
う

　
町
で
は
、
９
月
１
日
（
金
）
か
ら
個
別
健

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
７
〜
８
月
に
実
施

し
た
集
団
健
診
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、

指
定
医
療
機
関
で
個
別
健
診
を
受
診
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
時
間
の
都
合
な
ど
で
集
団
健
診
を
受
け
ら

れ
な
か
っ
た
人
は
、
都
合
の
良
い
日
時
を
選

ん
で
受
診
で
き
ま
す
の
で
、
個
別
健
診
で
自

分
の
体
の
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
個
別
健
診
の
対
象
者
に
は
受
診
券
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
受
診
の
際
は
事
前
の
予
約
が

必
要
で
す
の
で
、
指
定
医
療
機
関
へ
直
接
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者

　
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
で
40
〜
74
歳
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
、
７
〜
８
月
に

実
施
し
た
集
団
健
診
を
受
診
し
て
い
な
い
人

※
個
別
健
診
の
対
象
者
に
は
、
９
月
１
日

　
（
金
）
の
行
政
区
配
達
で
お
知
ら
せ
し
て

　
い
ま
す
。

※
受
診
券
が
届
い
た
人
で
も
、
国
民
健
康
保

　
険
の
被
保
険
者
資
格
が
な
い
場
合
は
受
診

　
で
き
ま
せ
ん
。

●
実
施
期
間

　
９
月
１
日
（
金
）
〜
12
月
28
日
（
木
）

●
健
康
診
査
内
容

　
体
格
検
査
（
身
長
・
体
重
・
腹
囲
・
Ｂ
Ｍ

Ｉ
）、
血
圧
測
定
、
血
液
検
査
（
血
中
脂
質

検
査
・
血
糖
検
査
・
肝
機
能
検
査
・
腎
機
能

検
査
）、
尿
検
査
、
医
師
の
診
察
な
ど 

※
が
ん
検
診
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

●
受
診
料
（
個
人
負
担
金
）

　
１
３
０
０
円

●
主
な
指
定
医
療
機
関

・
荒
瀬
病
院
（
甲
佐
町
緑
町
３
３
１
）

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
６
１

・
谷
田
病
院
（
甲
佐
町
岩
下
１
２
３
）

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
２
４
８

・
小
屋
迫
医
院
（
甲
佐
町
岩
下
96
‐
１
）

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
０
１
６
５

・桃
崎
整
形
外
科
（
甲
佐
町
緑
町
２
７
５
‐
20
）

　
☎
０
９
６
‐
２
３
５
‐
８
１
１
１

※
そ
の
ほ
か
の
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、

　
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
（
内
線
１
０
８
）

詳細は総務省ホームページを
ご覧ください▶

詳
細
は
町
公
式
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
▼
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I n f o r m a t i o n

経済的負担を強いられている町内の事業者に補助金

国
民
年
金
付
加
年
金
保
険
料
を
納
付
し
て

受
給
年
金
額
を
増
や
し
ま
せ
ん
か

■ 

国
民
年
金
付
加
年
金
保
険
で
将
来
の
受

給
年
金
額
を
増
や
せ
ま
す

　
国
民
年
金
付
加
年
金
制
度
と
は
、
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
（
国
民
年
金
に
加
入
し

て
い
る
人
）
お
よ
び
任
意
加
入
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
の
人
を
除
く
）
が
、
定
額
保
険

料
に
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ

と
で
、
受
け
取
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。

●
定
額
保
険
料
（
令
和
５
年
度
）

　
１
万
６
５
２
０
円
／
月

●
付
加
保
険
料

　
４
０
０
円
／
月

■ 

付
加
年
金
額
に
つ
い
て

　

付
加
年
金
額
は
、「
２
０
０
円
×
付
加
保

険
料
納
付
月
数
」
で
す
。
例
え
ば
、
20
歳
か

ら
60
歳
ま
で
の
40
年
間
、
付
加
保
険
料
月
額

４
０
０
円
を
上
乗
せ
し
て
納
め
た
場
合
、
40

年
間
で
総
額
19
万
２
千
円
を
余
分
に
支
払
う

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
年
金
受
給
時
に
年
額

９
万
６
千
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
２
年

間
で
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■ 

付
加
保
険
料
を
納
め
る
際
の
注
意
事
項

　
納
め
て
い
た
だ
く
際
、
次
の
点
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

①
付
加
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、
申
し
込
ん

　
だ
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

②
付
加
年
金
保
険
料
の
納
期
限
は
翌
月
末
日

　
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

③
納
期
限
を
経
過
し
た
場
合
で
も
、
期
限
か

　
ら
２
年
間
は
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

　
が
で
き
ま
す
。

④
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
希
望
し

　
な
い
場
合
は
、
付
加
保
険
料
納
付
辞
退
申

　
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

⑤
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

　
付
加
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で
き

　
ま
せ
ん
。

⑥
月
末
が
土
曜
日
、
日
曜
日
、
休
日
の
場
合

　
お
よ
び
年
末
の
納
期
限
は
、
翌
月
最
初
の

　
金
融
機
関
な
ど
の
営
業
日
と
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
、
熊
本
年
金
事
務
所
ま
た
は
、
町

　
住
民
生
活
課
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
☎
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
（
内
線
１
０
３
）

　町では、コロナ禍におけるエネルギー・食料品などの価格高騰により経済的負担を強いられている町
内事業者を支援するために「甲佐町価格高騰重点支援事業補助金」を給付します。
　補助金を受け取るには、申請書の提出が必要です。詳しくは、町企画課までお尋ねください。
●対象者（補助額）
・個人事業主（４万円）
　町内に事業所を有し、事業を営む個人で事業収入額が50万円以上の者
・法人（８万円）
　町内に本社もしくは事業所　を有し、事業を営む法人または町長が適当と認める町内に事業所などを
有する団体で、事業収入額１００万円以上の者
●申請期限
　10月31日（火）

【お問い合わせ先】
　町企画課　☎０９６‐２３４‐１１５４（内線２３２）

詳細は町公式ウェブサイトを
ご覧ください▶
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お
知
ら
せ

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
に
関
す
る

事
業
者
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　
町
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
の
充

実
と
返
礼
品
提
供
事
業
者
の
拡
大
な
ど
を

図
る
た
め
、
町
内
の
事
業
者
向
け
に
本
町

の
ふ
る
さ
と
納
税
の
取
り
組
み
や
ふ
る
さ

と
納
税
返
礼
品
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時

　
９
月
７
日
（
木
）
午
後
２
時
〜

▼
会
場

　
甲
佐
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
ホ
ー
ル

▼
対
象
者

　
返
礼
品
登
録
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
お

よ
び
返
礼
品
の
登
録
に
関
心
の
あ
る
事
業
者

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
企
画
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
５
４

　
　
（
内
線
２
３
２
）

道
路
に
張
り
出
し
て
い
る

木
の
伐
採
の
お
願
い
に
つ
い
て

　
道
路
や
歩
道
へ
の
枝
の
張
り
出
し
や
倒

木
な
ど
に
よ
り
、
歩
行
者
や
自
動
車
な
ど

に
損
害
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
樹

木
所
有
者
の
管
理
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
道
路
沿
い
で
樹
木
を
所
有
し
て
い
る
人

は
点
検
を
実
施
し
、
危
険
な
場
合
は
伐
採

す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
道
路
保
全
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
４
９
５

９
月
は
動
物
愛
護
月
間
で
す

　
県
で
は
、
９
月
を
熊
本
県
動
物
愛
護
月

間
と
定
め
て
い
ま
す
。

　
ペ
ッ
ト
を
正
し
く
愛
情
を
持
っ
て
飼
育

で
き
て
い
る
か
、
災
害
時
の
備
え
が
で
き

て
い
る
か
な
ど
、
今
一
度
、
動
物
に
対
す

る
向
き
合
い
方
を
見
つ
め
直
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
県
内
の
各
保
健
所
で
は

９
月
以
降
、
動
物
愛
護
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く

は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
保
健
所

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
０
０
１
６

消
費
生
活
の
ト
ラ
ブ
ル
は

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
や
消
費
生
活
相
談

窓
口
で
は
、
消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
、
具
体
的
な

解
決
策
に
つ
い
て
助
言
や
交
渉
の
手
伝
い

を
し
ま
す
。
ま
た
、
多
重
債
務
に
関
す
る

相
談
も
受
け
て
い
ま
す
。

　
局
番
な
し
の
「
１
８
８
」
に
お
か
け
い

た
だ
く
と
、
近
く
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
つ
な
が
り
ま
す
。
相
談
は
無
料

（
通
話
料
金
は
か
か
り
ま
す
）
で
、
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
。
１
人
で
悩
ま
ず
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
消
費
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
３
０
８

小
規
模
事
業
場
事
業
主
へ

従
業
員
の
健
康
管
理
に
取
組
み
ま
せ
ん
か

　
活
力
あ
る
職
場
づ
く
り
に
は
、
従
業
員

の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
健
康
が
大
切
で
す
。

熊
本
県
で
は
、（
公
財
）
熊
本
県
総
合
保

健
セ
ン
タ
ー
に
委
託
し
、
小
規
模
事
業
場

へ
の
健
康
支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
事
業
主
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く

は
、
県
健
康
づ
く
り
推
進
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
内
容

・
出
張
健
康
セ
ミ
ナ
ー

・
出
張
保
健
指
導
（
40
歳
未
満
の
人
な
ど

　
が
対
象
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
健
康
づ
く
り
推
進
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
５
２

くらしの情報
  LOCAL NEWS ＆
  LOCAL INFORMATION

❖ イベント等の開催に関する詳細は
　 各問い合わせ先にご確認ください

お問い合わせ先一覧
❖ 甲佐町役場
　 096-234-1111（代表）

❖ 甲佐町保健福祉センター
　 096-235-8711

❖ 甲佐町教育委員会
　（町生涯学習センター）
　 096-234-2447

❖ 水道管理センター
　 096-234-0755

❖ 町民センター
　 096-234-2459

❖ 老人憩いの家
　（( 社 )甲佐町社会福祉協議会）
　 096-234-0423

❖ 御船町甲佐町衛生施設組合
　（クリーンセンター）
　 096-282-0688

❖ 上益城消防署
　 096-282-1955

❖ 御船警察署
　 096-282-1110

❖ 上益城広域連合
　 096-237-2891

❖ 県上益城地域振興局
　 096-282-2111（代表）

❖ 県御船保健所
　 096-282-0016

❖ 県庁
　 096-383-1111（代表）
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歯
科
衛
生
士
の
資
格
を

取

得

し

ま

せ

ん

か

　
歯
科
衛
生
士
は
、
県
民
の
皆
さ
ん
が
健

康
で
丈
夫
な
歯
を
保
つ
た
め
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
面
か
ら
そ
の
人
に
あ
っ
た
お
口
の
健

康
管
理
を
支
援
し
ま
す
。
皆
さ
ん
も
歯
科

衛
生
士
の
資
格
を
取
得
し
て
、
お
口
に

あ
っ
た
正
し
い
歯
磨
き
や
管
理
の
方
法
を

学
び
、
県
民
の
健
康
づ
く
り
に
寄
与
し
ま

せ
ん
か
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
歯
科
医
師
会

　
☎
０
９
６
‐
３
４
３
‐
８
０
２
０

くらしの情報

町税などの滞納処分（７月分）

種　別 件数・金額など

捜 索 ２件

差し押さえ件数 ４件

公 売 回 数 ０回

公 売 件 数 ０件

滞納処分関連収入 169,300円

tax

事件・ 事 故 件 数

種　別 発生件数
７月 年累計

人身事故 ０ ９

物損事故 ９ 107

盗難など ２ 5

７月31日現在

traffic safety

出 動 火 災 件 数

種　別 発生件数 前年比較

家 屋 ３ ＋１

原 野 10 ＋２

そ の 他 12 ＋１

合計件数 25 ＋４
8月15日現在

fire prevention

　浄化槽管理（設置）者には、浄化槽法で保守点検、清掃、法定検査の３つが義務付けられています。
　保守点検は機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給を、清掃は浄化槽内にたまった汚泥などの引き抜き
や機器類の洗浄を行うものです。法定検査は、トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽の維持管
理が適切に行われ、浄化槽がきちんと機能しているかを確認するためのものです。
　法定検査は熊本県が指定した検査機関（公益社団法人熊本県浄化槽協会）が行いますので、保守点検や
清掃を行っていても、次の表に従って必ず検査を受けてください。

※７条検査と11条検査は浄化構法で定められている検査です。

【お問い合わせ先】
・町環境衛生課　☎096-234-1169
・公益社団法人熊本県浄化槽協会　☎096-284-3355

浄化槽の法定検査を受けましょう！

検査名 対象 回数

７条検査（浄化槽設置後の水質検査）※ 新たに浄化槽を設置した人 浄化槽設置後３～８ヶ月以内に１回

１１条検査（定期検査）※ 浄化槽を設置している人 毎年１回

浄化槽設置の皆さんへ

毎年１回

熊本県生活排水
対策イメージ
キャラクター
“排水くん ”▶

熊本
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お
知
ら
せ

危
険
物
取
扱
者
試
験
の
お
知
ら
せ

　　
消
防
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年

度
第
２
回
危
険
物
取
扱
者
試
験
が
次
の
と

お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

▼
試
験
の
種
類

・
甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

・
乙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験
（
第
１
類
〜

　
第
６
類
）

・
丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

▼
試
験
日
時

　
11
月
５
日
（
日
）

▼
願
書
受
付
期
間

・
書
面
申
請

　
９
月
14
日
（
木
）
〜
22
日
（
金
）

・
電
子
申
請

　
９
月
11
日
（
月
）
〜
19
日
（
火
）

▼
受
験
地

　
熊
本
市
、
八
代
市
、
天
草
市
、
玉
名
市

▼
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

熊
本
県
支
部

　
☎
０
９
６
‐
３
６
４
‐
５
０
０
５

「
法
の
日
無
料
相
談
会
」
の

お

知

ら

せ

　
10
月
１
日
は
「
法
の
日
」
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の「
法
の
日
」を
記
念
し
、

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士
が
登
記
・

境
界
・
成
年
後
見
・
借
金
問
題
な
ど
無
料

で
相
談
に
応
じ
ま
す
。予
約
は
不
要
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
内
容

　
司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士
の
業
務

全
般
に
関
す
る
事
項

▼
日
時

　
10
月
７
日
（
土
）
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

※
相
談
時
間
は
１
組
30
分
ま
で

▼
場
所

　
御
船
町
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
（
上
益

城
郡
御
船
町
大
字
木
倉
１
１
６
８
番
地
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
司
法
書
士
会
事
務
局

　
☎
０
９
６
‐
３
６
４
‐
２
８
８
９

高
齢
者
の
た
め
の
無
料
職
業
紹
介
所

「
シ
ニ
ア
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
か
み
ま
し
き
」

　
シ
ニ
ア
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
か
み
ま
し
き
（
熊

本
高
年
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
）
で
は
、

60
歳
以
上
の
人
を
対
象
に
仕
事
の
紹
介
・

相
談
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
来
所
す
る

場
合
は
、事
前
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
相
談
日

　
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
シ
ニ
ア
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
か
み
ま
し
き
（
県

上
益
城
振
興
局
福
祉
課
内
）

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
６
７
７
６

甲佐町シルバー人材センターであなたの知識・経験・技術を活かしませんか

　甲佐町シルバー人材センターは、高齢者にふさわ
しい仕事を家庭・企業および甲佐町などから引き受
け、会員に提供する公共的・公益的な団体です。就
業や収入の保障はありませんが、各人の希望と能力
に応じた働き方ができます。

●会員資格
　60歳以上の健康で働く意思がある人
●仕事の例
・技能を必要とする作業 : ペンキ塗り、植木の剪定
　と伐採、大工、左官、網戸張り替え
・屋内外の一般作業 : 建物、公園等清掃、除草、草刈、
　農作業手伝い、ゴミ片付け、引越時の室内清掃
・管理作業 : 公園管理

　７月７日（金）甲佐町シルバー人材センターが熊
本県シルバー人材センター連合会から令和５年度
「安全・適正就業優良センター」を受賞しました。同
センター（増田勇二事務局長）は就業中の事故発生
が少ないことなどが評価されました。

　【お問い合わせ先】
・甲佐町シルバー人材センター
　☎096-234-0423

■会員を募集しています

くらしの情報

■甲佐町シルバー人材センターが県で受賞

▼

奥
名
町
長
と
甲
佐
町
シ
ル
バ
ー

　
人
材
セ
ン
タ
ー
の
増
田
事
務
局
長
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９
月
10
日
～
16
日
は

自
殺
予
防
週
間
で
す

　
毎
年
９
月
10
日
〜
16
日
は
、
誰
も
自
殺

に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
を
目

指
し
、
自
殺
に
対
す
る
正
し
い
知
識
を
得

る
「
自
殺
予
防
週
間
」
で
す
。
自
殺
を
防

ぐ
た
め
に
は
、
原
因
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
を
解
決
し
、全
て
の
人
に
と
っ
て「
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る
」
こ
と

が
必
要
で
す
。

　
１
人
で
悩
ま
ず
に
、
身
近
に
相
談
で
き

る
人
や
相
談
窓
口
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
・

無
料
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
電
話
相
談
窓
口

・
＃
い
の
ち
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ

　
☎
０
１
２
０
‐
０
６
１
‐
３
３
８

・
よ
り
そ
い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
１
２
０
‐
２
７
９
‐
３
３
８

・
い
の
ち
の
電
話

　
☎
０
１
２
０
‐
７
８
３
‐
５
５
６

▼
子
ど
も
向
け
電
話
相
談
窓
口

・
子
供
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
相
談
窓
口

　
☎
０
１
２
０
‐
０
‐
７
８
３
１
０

・
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

く
ら
し
安
全

９

月

11

日

は

「
警
察
相
談
の
日
」

　　　
警
察
で
は
、
防
犯
や
交
通
に
関
す
る
こ

と
、
暴
力
団
な
ど
に
関
す
る
こ
と
、
子
ど

も
の
非
行
や
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
こ
と
、

ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
こ
と
、

「
電
話
で
『
お
金
』
詐
欺
」
に
関
す
る
こ

と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
不
安
を
感

じ
て
い
る
皆
さ
ん
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。

　
警
察
安
全
相
談
室
へ
の
相
談
は
、
プ
ッ

シ
ュ
回
線
の
場
合
は
「
☎
＃
９
１
１
０
」、

ダ
イ
ヤ
ル
回
線
で
は
「
☎
０
９
６
‐

３
８
３
‐
９
１
１
０
」
へ
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他
の
主
な
相
談
窓
口

・
犯
罪
被
害
者
支
援
室

　
☎
０
９
６
‐
３
８
１
‐
０
１
１
０

・「
電
話
で
『
お
金
』
詐
欺
」
相
談
ホ
ッ

　
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
９
６
‐
３
８
１
‐
２
５
６
７

・
性
犯
罪
被
害
者
の
悩
み
・
相
談

　
☎
０
９
６
‐
３
８
４
‐
１
２
５
４

・
肥
後
っ
子
テ
レ
ホ
ン
（
少
年
に
関
す
る

　
悩
み
・
相
談
）

　
☎
０
９
６
‐
３
８
４
‐
４
９
７
６

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

くらしの情報

甲佐町駅伝競争大会・地区対抗体力つくり駅伝競争大会が開催されます

　11月５日（日）甲佐町下豊内周回で
第53回甲佐町駅伝競走大会と第49回地
区対抗体力つくり駅伝競走大会が開催さ
れます。
　同大会は、町民に駅伝競走の醍醐味を
伝え、競技人口の底辺拡大と各選手間の
親睦融和を図ることを目的に甲佐町ス
ポーツ協会、町教育委員会、甲佐町陸上
競技協会が共催。大会当日は、皆さんの
熱い声援をよろしくお願いします。
　現在、大会出場チームを募集していま
す。出場希望者は、10月２日（金）午
後５時までに甲佐町スポーツ協会事務局
（町社会教育課内）までご連絡ください。

　【お問い合わせ先】
　甲佐町スポーツ協会事務局（町社会教育課内）　☎０９６ー２３４－２４４７（内線３２３）

●開催日　11月５日（日）
●開催場所　甲佐町豊内周回　町生涯学習センター東側スタート
　【町駅伝競争大会】
・開会式：甲佐町生涯学習センター・ホール　午前８時30分～　
・スタート：小学生の部　午前９時～　
　　　　　　男子、女子、男女混合の部　午前９時45分～
・閉会式：競技終了後
　【地区対抗体力つくり駅伝競争大会】
・開会式：甲佐町生涯学習センター・ホール　午前８時30分～
・スタート：午前11時～
・閉会式：競技終了後

※詳細は甲佐町スポーツ協会事務局
　（町社会教育課内）までお問い合わせください。

＼選手募集中／

◀
詳
細
は
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ

　
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
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